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このような考え方に基づき行った社会保障給付等に係る長期試算によれば、

上記と同様、１０年後の２０１５年度時点でみると、社会保障給付に係る公

費負担（国と地方の税負担）は、仮に社会保障給付の伸びを経済成長率並み

に抑制した場合、厚生労働省試算に基づく自然体に比べ約７兆円抑制される

こととなる。しかし、仮に社会保障給付の伸びを経済成長率並みに抑制でき

たとしても、２０１５年度の国の一般会計の基礎的財政収支赤字は依然とし

て約２０兆円２にものぼる。 

こうした試算結果を踏まえると、国の一般会計の基礎的財政収支赤字の解

消のためには、上記のように社会保障制度改革に徹底して取り組むとともに、

その他全ての歳出分野においても聖域なき歳出削減を徹底して推進していか

なければならない。しかしながら、こうした歳出削減のみで基礎的財政収支

の均衡はなし得ず、歳入面での改革にも同時に取り組んでいく必要がある。

その際、国民一人一人が今後の社会経済システムを支えていく受益と負担の

バランスを自らの問題として広く認識を共有することが必要であり、国民各

層との対話を通じて、「公」に対し何をどこまで求め、どう負担し支えあうか

について幅広く議論を行っていくべきである。 

現下の厳しい財政状況に鑑みれば、まずは当面の財政健全化目標である２

０１０年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を達成するため全力を尽く

すのは当然である一方、基礎的財政収支の黒字化を達成したとしても、名目

金利が名目成長率を上回る場合には、これらの程度によっては、公債残高対

ＧＤＰ比は上昇を続けることに留意する必要がある。我が国においては、過

去１０年間の平均では、名目金利が１．６％程度名目成長率を上回っていた。

また、仮に公債残高対ＧＤＰ比を一定に保つことができたとしても、残高の

水準は現状を上回る国際的に見ても異常なレベルとなり、例えば、政府債務

の対ＧＤＰ比が１５０％であったとすると、金利が１％上昇すれば、財政収

支は対ＧＤＰ比で１．５％（２００４年度水準に換算すると７．６兆円程度）

悪化することとなる３。 

従って、基礎的財政収支の黒字化はあくまで財政健全化の第一段階に過ぎ

ず、基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、相当程度の黒字を継続し、公

債残高の対ＧＤＰ比、更には残高そのものの引下げを実現していく必要があ

る。 

 

 

                                                   
２  ２０１５年度の社会保障給付に係る公費負担が約７兆円抑制された場合の国庫負担の抑制額は、２０

０５年度における公費負担の国・地方の負担割合を基に機械的に計算すると約５兆円になる。 
３ 「日本２１世紀ビジョン」専門調査会・経済財政展望ワーキンググループ報告書「－活力ある安定社会

の実現に向けて－」（平成１７年４月） 
















































